
議案第114号

谷田部総合体育館他９体育施設の指定管理者の指定について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成28年12月６日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

谷田部総合体育館他９体育施設の指定管理者の指定

つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年つくば市

条例第37号）第４条に基づく指定管理者は，次のとおりとする。

１ 管理を指定する施設の名称及び所在地

施設の名称 所在地

谷田部総合体育館 つくば市谷田部4711番地１

谷田部野球場 つくば市谷田部5665番地

谷田部テニスコート つくば市谷田部5210番地

豊里体育館 つくば市高野1240番地３

豊里多目的広場（野球場） つくば市野畑775番地１

豊里テニスコート つくば市高野1197番地20

豊里柔剣道場 つくば市今鹿島4262番地

大穂体育館 つくば市筑穂一丁目10番地４



吉沼体育館 つくば市西高野821番地

吉沼野球場 つくば市西高野821番地

２ 管理を指定する法人

ＳＩＦ共同企業体

東京都北区王子三丁目19番７号

構成員（代表者）

株式会社サンアメニティ

東京都北区王子三丁目19番７号

構成員

株式会社茨城興産

水戸市双葉台二丁目１番地区センター５号棟

構成員

東茨城郡大洗町大貫町字前原下256番地22

株式会社ファンタジーアイランド

３ 管理を指定する期間

平成29年４月１日から平成32年３月31日まで










































